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【取組の内容】 

１ 取組事例名 

上島町定住促進事業 

    

２ 取組期間 

平成２０年度～（継続中） 

    

３ 取組概要 

地域の農業者及び漁業者と行政が協働して定住の促進を行うことにより、交流人口の増加や新規就業者の

確保、販路の拡大、地場産業の活性化が図られる。 

    

４ 背景・目的 

新しい島づくりをめざして策定した上島町総合計画の元気島プロジェクトの一つとして、住みたい人誘致

（定住促進）の体制づくりを進めてきた。 

第一次産業の後継者不足や農地の荒廃化が進む中、島の農業を元気にするために担い手農家が中心となっ

てＮＰＯ団体を立ち上げ、行政と連携しながらお互いを補完し合い、Iターン農家の受入れを行うほか、次

代の農家及び漁家づくりを積極的に行なっている。 
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５ 取組の具体的内容 

（具体的内容） 

１．上島町定住促進事業 

 ①ワーキングホリデー（島体験を主とする第１段階）【１週間（農業体験３日間）】 

   受入れ先及び講師は主に柑橘・野菜栽培の中核農家・漁家。《研修費；町から 5,000 円/日（３日間）》 

 ②お試し就業研修事業（生業としての農水産業を短期間研修する第２段階）【20 日間（１年以内）】 

   受入れ先及び講師は主に柑橘・野菜栽培の中核農家・漁家。《研修費；町から 5,000 円/日を補助）》 

 ③農林漁業インターン事業（２年後に農水産業の自営独立を目指し研修を行う第３段階）【２年以内】 

   受入れ先及び講師は主に柑橘・野菜栽培の中核農家・漁家。《研修費；町から 10 万円/月》 

２．上島町体験研修施設『知新館』 

 ・農林漁業の体験や研修、宿泊ができる施設として町が設置。移住を検討するための短期滞在や定住促 

進事業を利用する場合にも宿泊ができる。 

 ・担い手農家団体が指定管理者となり、管理運営を行っている。 

 ・担い手農家団体が来訪者（移住希望者など）と交流し、情報の提供や定住へのきっかけづくりの場と 

して活用している。 

 ・農業者の研修等を行い、地元農家の方が気軽に語れる交流の場づくりをしている。 

３．定住促進事業の周知 

 「田舎暮らし」等の雑誌のほか、都市で開催される就農希望者を対象とする催し『新・農業人フェア』 

に担い手農家団体とともに参加し、制度のＰＲを行っている。 

【平成 20年度から平成 29 年度までの体験者】 

① ワーキングホリデー…延べ９２名 

   ②お試し就業研修事業…５名 

    ③農林漁業インターン事業（認定者）…５名 

                                 

 

６ 特徴（独自性・新規性・工夫した点） 

 ワーキングホリデー参加者のアンケートから次のステップ（お試し就業研修）を望む声があったため、お

試し就業研修事業の問題点を検証し、担い手農家と相談した結果、平成26年度からは研修生の雇入れ調整は

担い手農家団体に任せ、研修費用負担は町が行い、お試し就業研修期間は休日等を利用した年間延べ20日の

研修とした。（以前の研修期間は30日以上90日未満）。 

 

７ 取組の効果・費用 

 ◎平成 29 年度までで定住促進事業を活用した後に島に定住した方…10世帯（15 名） 
 10 年間で 10 組の新規就業者確保及び荒廃地再生により町の第１次産業及び後継者不足に大きく貢献し
た。 
 行政が申請窓口となり、農業体験の調整・支援を担い手農家団体が行うことで、農業経験のない方も気軽 
に体験しやすい体制がつくれた。また、担い手農家団体の中には I ターン農家もいるため、移住希望者と交
流することにより、技術面の指導だけでなく、自らの移住就農経験を元にした具体的な島での生活スタイル
など情報を提供し、移住希望者への定住のきっかけづくりができた。 
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８ 取組を進めていく中での課題・問題点（苦労した点） 

 第１段階のワーキングホリデーに比べ、第２段階のお試し就業研修や第３段階のインターンまで進むケー

スが少なかった。 

 就農者にとって国の就農給付金制度（農業次世代人材投資資金）と町インターン制度のどちらが相応しい

選択なのか。就農相談を通じて様々な点を考慮し、最適な制度の利用を奨める。 

 

９ 今後の予定・構想 

 今後は、現在までの就農事例を踏まえ、具体的な就農モデルのパターン（農業収益・耕作面積・栽培品種・

必要な農機具など）を提案できるようにしたい。 

定住促進制度の見直しの効果はこれから現れることとなるが、今後も行政と地域の中核農家・漁家が、島の

第一次産業を元気にするための役割を果たしつつ、参加者のニーズや受入農家等の意見を汲み入れながら定

住促進の効果をより一層発揮できる制度となるよう見直しを進めたい。 

 

１０ 他団体へのアドバイス 

定住促進事業は、単なる移住者の受入制度というだけに留まらず、町が抱える荒廃農地の増加や後継者不

足といった問題の解消策の一つとして機能している。 

 本町の取組は、小さな自治体と小さな農家団体だからこそ出来るものかもしれないが、行政と協働しなが

ら地域の農業者等が積極的・自立的にまちづくり活動を行なえる環境づくりが必要である。 

 

１１ 取組について記載したホームページ 

http://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/nourin-suisan/576.html 
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